
平 成 2 4 年 6 月 2 2 日
お得意様各位 株式会社 タテムラ

システムサービス課
福 生 市 牛 浜 1 0 4

System-V･LX 新法人税申告書 別表7-1のご注意

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は法人税申告書プログラ
ムをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

平成24年版法人税申告書プログラムにおいて、別表７－１の当期控除限額の計算が正し
くないことが判明致しました。

本日6/22発送プログラムにおいては未対応の為、下記の例に該当する場合は、当期控除
額を手入力して頂きますようお願い申し上げます。

度重なるご迷惑をお掛けし申し訳ございません。修正プログラムについては来月以降の
発送を予定しております。

敬具

71:別表７－１

所得金額控除限度額の計において、
参考金額が正しくないため、当期
控除額が正しくない場合があります。

『当期事業年度前[4]合計(参考金額)』
に数字があった場合、[2]－参考金額
を当期控除限度額として計算してし
まいます。

対応方法 当期控除額を手入力して下さい。

手入力にﾁｪｯｸを付け、当期控除額□
を手入力して下さい。

《送付内容に対するお問合せ先》
システムサービス課 TEL:０４２－５５３－５３１１(AM10:00-12:00 PM1:00～3:30)

※保守にご加入のお客様はフリーダイヤルをご利用下さい。
FAX:０４２－５５３－９９０１


